
 
 

飲食店における「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の取組について  

 
 

 

 
１ 概要 
  飲食店の状況は多様であり，一律の対策を当てはめることは困難であるが，店舗の

実情にあった実行可能な対策を店舗ごとに策定し，速やかに実行することが重要であ
る。実行可能な対策の策定を支援するために，「広島県新型コロナウイルス感染症に対
する安全対策シート」（飲食店版）を開発した。 

  さらに，県民が安心して飲食店を利用できるよう，飲食店での感染症対策の取組を
「見える化」する仕組みとして，５月 27 日 13 時から「新型コロナウイルス感染症対
策取組宣言店」の取組を開始した。 

 
２ ５月 28 日 18 時時点の宣言状況  
 ⑴ 申込数 

業態 飲食店 料理店 ｽﾅｯｸ バー 喫茶店 ｷｬﾊﾞﾚｰ その他 合計 

宣言数 186 12 11 ９ ８ ３ 13 242 

   その他の業態：カフェバー，ゲストハウス，ゴルフ場，ダーツバー，パン屋，ホ
テル，リサイクルショップ，リラクゼーションサロン，飲食店旅館
業，介護事業所，観光案内所，婚礼等，遊漁船 

 
 ⑵ 取組状況（その他を除く）  

 項目名 宣言数（％） 

1 発熱、倦怠感、咳のある従業員は勤務しない 240（99.2％） 

2 定期的にドアノブなどをアルコール消毒する 238（98.3％） 

3 顧客が石鹸液で手を洗える、手指消毒できる環境を整える 235（97.1％） 

4 感染予防の取り組みを公表する 234（96.7％） 

4 換気に努める 234（96.7％） 

～ 

15 顧客に咳エチケットを呼びかける 208（86.0％） 

16 顧客の大声での会話をしないよう呼びかける 198（81.8％） 

17 顧客の長居を予防する 187（77.3％） 

18 行列の間隔を確保する（例：床にサイン設置、列をジグザグに） 135（55.8％） 

19 飛沫の飛散を防ぐ(例：ビニールシート等で仕切りを設ける ) 129（53.3％） 

 
 ⑶ その他の取組に記載のあるもの（一部）  
   予約制度（４件），顧客情報の管理（２件），貸し切り（２件），マスク配布（４件），

マスクスタンド設置，マスク未着用者の入店を断る，次亜塩素酸水設備設置（７件），
顧客の体調管理（２件），テイクアウトの充実（ 11 件），テーブルの上のものを少な
くする（15 件），5/20 以降渡航歴のある客の入店を断る，長居対策に食後のデザー
ト廃止，メニュー表の消毒（４件） 

令和２年６月２日
食 品 生 活 衛 生 課 

健康福祉局  

資    料  No.2 



1 パソコンかスマートフォン・タブレット用意する。
※　メールアドレスが必要

2 次のサイトにアクセスする。
https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5798

3 次のバナーをクリック（もしくはタップ）する。

4 メールアドレスを入力する。
１回目：****@***.***
２回目：（確認用にもう一度）
　　　　****@***.***

5 確認メールが届く。
メールに記載のリンクから電子申請サイトにアクセス

6 必要な項目を入力する。
店舗名，住所，対策責任者，チェックリスト等

7 受付メールが届く。
整理番号とパスワード

8 約１日お待ちください。

9 完了メールが届く。
メールに記載のリンクから電子申請サイトにアクセスし，
「宣言書」（PDF）をダウンロードする。
※　６で届いた整理番号とパスワードが必要

10 「宣言書」を印刷し，店内に掲示する。

宣言フロー

https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5798


■ 発熱、倦怠感、咳のある従業員は勤務しません ■ キャッシュレス決済やコイントレーの使用を励行します

■ 感染予防の取り組みを公表します ■ お客様が入れ替わるときに清掃、消毒を実施します

■ 混雑を予防します ■ 定時にドアノブなどをアルコール消毒します

■ 行列の間隔を確保します ■ お客様に咳エチケットを呼びかけます

■ 従業員はマスクを着用します ■ お客様の料理提供までの待ち時間を短くします

■ お客様同士の距離を保ちます ■ お客様に大声での会話を控えるよう呼びかけます

■ 飛沫の飛散を防ぎます ■ お客様の手洗い、手指消毒の徹底を呼びかけます

■ 換気に努めます ■ 保健所が行う積極的疫学調査へ協力します

■ 3密（密閉・密集・密接）空間の利用を制限します ■ 自主的に施設名を公表します

■ 大声での会話を予防します ■ 万が一感染が発生した場合にはお客様へ連絡します

■ お客様が石鹸液で手を洗える、手指消毒できる環境を整えます 　
■ 食品提供での接触機会を減らします 　

     （宣言番号：○○○○○○○）

宣言日：令和2年○月○日       対策責任者：広島　県庁

店舗名：広島商店

当店は、次の■の取組を実施いたします。

新型コロナウイルス感染症対策 

取組宣言店 
当店は、令和２年５月に広島県が作成した「広島県新型コロナウイルス 

感染症に対する安全対策シート（飲食店版）」に基づく対策検討を自主 

的に行い、新型コロナウイルス感染症対策に積極的に取り組んでいます。 

広島県の新型コロナウイ 

ルス感染症対策取組宣言 

店の詳細は，こちらをご 

覧ください。 
広島県 


